
 

ファイル№25007 

助成金・融資情報  

【分 類】➀保健､医療､福祉 

事業名 (第 51 回)丸紅基金 社会福祉助成金 

主 催 社会福祉法人 丸紅基金 

 

 

内 容 

当基金の助成は、日本国内で社会福祉活動を行う民間の団体が企画する事業案件

（車両、備品等の購入、施設改修、イベント・講座、出版、調査研究など）で、 

次の条件を具備するものを対象とします。 

 

 1.申込者（実施主体）は、原則として非営利の法人であること 

 （ただし、法人でない場合でも、3 年以上の継続的な活動実績があり、組織的 

な活動を行っている団体は対象とする） 

 2.明確な目的を持ち、実施主体、内容、期間が明らかであること 

 3.助成決定から 1 年以内に実施が完了する予定のものであること 

 （2025 年 12 月から 2026 年 11 月末の 1 年間で、申込案件が実施・完了 

  される事業が対象） 

 4.家賃・光熱費・人権費等、一般経費の補填でないこと 

 5.申込案件に、国や地方公共団体の公的補助が見込めないこと、また他の民間 

機関からの助成（クラウドファンディング、寄付を含む）と重複しないこと 

 

金 額 1 件あたりの助成金額は、300 万円を上限とします。 

 

 

問合せ先 

社会福祉法人 丸紅基金 

〒100-8088 

東京都千代田区大手町１丁目 4 番 2 号 

TEL:03-3282-3835・7592   FAX:03-3282-9541 

HP: https://www.marubeni.or.jp 

応募期間 2025 年５月 1 日（木）～2025 年６月 30 日（月）（Web 申込） 

その他 詳細は募集要項をご覧ください。 

※事業内容の詳細は、上記にお問い合わせください。 

 

 

  


